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カテゴリー:お知らせ 

 

 

第１回埼玉県空き家・所有者不明土地対策連絡会議を 

開催します 

 
 

 埼玉県では、県の空き家・所有者不明土地対策を推進するための情報・意見交換を

目的に、改組後第１回目となる「埼玉県空き家・所有者不明土地対策連絡会議（＊）」

を開催します。 

 今回の会議では国土交通省から「空き家対策に関する政策」及び「空き地の適正管

理及び利活用に関するガイドライン」について説明があります。また、当会議で実施

している空き家対策及び所有者不明土地対策の取組について紹介します。その他、特

定の課題を検討する専門部会の活動内容について報告します。 

 

● 開催概要 

１ 日時   令和７年７月３０日（水）１４時００分～１６時３０分 

２ 開催方法 ＷＥＢ会議により開催します。 

３ 対象者  会議構成員（県内市町村、関係団体、県庁内関係各課） 

４ その他  一般の方もＷＥＢ傍聴可能です。 

       傍聴希望の場合は、建築安全課企画担当（048-830-5524）まで 

       お問合せください。 

        開催結果は、後日建築安全課ホームページに掲載予定です。 

 

● 会議の主な内容 

・空き家対策の取組について 

・所有者不明土地対策について 

・補助金・交付金について 

・専門部会の活動内容について 

 

● 問合せ先 

 空き家対策について  

都市整備部建築安全課  担当：源関・中谷 電話：048-830-5524 

令和７年７月２４日 

都市整備部 建築安全課 
企画担当 源関・中谷 

直通 048-830-5524 
内線 5524 

E-mail: a5510-07@pref.saitama.lg.jp 
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 E-mail: a5510-07@pref.saitama.lg.jp 
 

 所有者不明土地対策について 

  企画財政部土地水政策課 担当：植村・浜田 電話：048-830-2188 

 E-mail: a2180-01@pref.saitama.lg.jp 
 

 

（＊）埼玉県空き家・所有者不明土地対策連絡会議 

   埼玉県の空き家対策を推進するため、埼玉県空き家対策連絡会議として平成２

６年１２月に設立。空き家対策と所有者不明土地等対策の一体的・総合的推進を

目的に令和７年２月「埼玉県空き家・所有者不明土地対策連絡会議」に改組した。  

埼玉県、県内全６３市町村及び１８関係団体で構成。 

 

 【埼玉県空き家・所有者不明土地連絡会議設置要綱】 

  akiyashoyusyafumeitochirenrakukaigisecchiyoukou.pdf 

 

 

【参考】 

総務省の住宅・土地統計調査によると、埼玉県内の長期にわたり住民不在の住宅などの「空き家」

は、令和５年時点で約３３万戸となっており、約１０戸に１戸が空き家となっています。 

そのうち、賃貸・売却用などを除いた、利用目的のない空き家は約１３万６千戸で、過去２０年

で約１.８倍に増加しています。今後高齢化の進展や人口・世帯数の減少に伴い、さらなる増加が懸

念されています。 

 利用目的のない空き家は、放置されると倒壊や火災のリスク、草木の繁茂や景観の悪化など、様々

な問題を引き起こす可能性があります。そこで、県では、利用目的のない空き家の増加を抑制する

ため、市町村、不動産等の関係団体と連携し空き家対策を行っています。 

 

 

https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/124015/akiyashoyusyafumeitochirenrakukaigisecchiyoukou.pdf

